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業務の適正を確保するための体制
当社は2023年７月13日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整

備に関する基本方針」を決議しております。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保
するための体制を整備・運用しております。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、企業倫理・法令遵守の姿勢を明確にす
るために「コンプライアンス規程」を定め、リスク管理・コンプライアンス委員会を
通じてコンプライアンス遵守のための体制を構築する。

②取締役は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制
定・遵守し、当該規程等に準拠した職務執行を行い、取締役間における相互牽制シス
テムが有効に働く体制を構築する。

③会社組織の自浄が円滑に行われることを目的として、「内部通報に関する規程」を制
定し、内部通報制度は研修等を通じて役職員に周知徹底し、適正に運用する。

④複数の社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の職務執行を監視する体制を構築
する。

⑤業務執行部門から独立した内部監査人を配置し、業務執行が法令、定款及び規程等に
適合しているか否か監査する体制を構築する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る議事録等の記録や、各取締役が
「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正
に記録し、法令等に基づき定めた期間保存する。

②「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ対策規程」を定め、情報セキ
ュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策
を継続的に実施する。個人情報及び特定個人情報については法令及び「個人情報保護
方針」に基づき厳重に管理する。

(3) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
①損失の危険に対して、影響度の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備
する等により、損失の危機を最小限にすべく組織的な対応を行うリスク管理・コンプ
ライアンス委員会を設置し、リスクに適切に対応する体制を構築する。

②当社に関連するすべての関係者からの異議申し立て、苦情及び紛争に対する対応につ
いて定めた「クレーム管理規程」を制定し、組織的かつ一貫性のある対応を行うため
の体制を構築する。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関す
ることを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１回開催するほか、取締
役会での協議をより円滑にするために経営会議を月１回行う。

②将来のあるべき姿及び目標を定めるため、「中期経営計画」を作成し、計画の進捗状
況をモニタリングする。経営環境の変化に応じて「中期経営計画」を必要に応じて見
直すことで効率的な業務執行を図る。

③「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、職務権限と担当業務を明確にし、職
務の執行の効率化を図る。

(5) 財務報告の信頼性を確保する体制
①財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令
に基づき、体制の整備・運用を図り、有効性評価及び改善等を行う。

②当社の各部門は、自らの業務遂行にあたり、業務分掌による相互牽制、日常的モニタ
リング等を実施し、財務報告の信頼性を確保する体制を構築する。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役は、その職務を補助するために使用人が必要な場合、取締役又は取締役会にそ
の確保を求め、確保された使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる。

②補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対しては、監査役の同意を得
ることとし、補助使用人に対する監査役の指揮命令権等については、取締役と協議
し、補助使用人の独立性を確保する体制を構築する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する業務の執行状
況を報告する。

②取締役又は使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
を発見したときは、直ちに当該事実を報告する体制を構築する。

③当社は、報告者が報告等を行ったことを理由として解雇その他いかなる不利益取扱い
も行ってはならないことを「内部通報に関する規程」において定め、また、報告者の
職場環境が悪化することのないよう、適切な措置を講じる。

(8) 監査役の職務執行で生ずる費用又は債務に関する事項
①監査役会がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払
等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除
き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
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②監査役会が、独自に外部専門家を監査役の職務の執行のために利用することを求めた
場合、監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち重要な課題、情報に関し意見交換を行
う。

②監査役は、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を
求めることができる。

③当社の取締役及び使用人は、監査役からの求めに応じて速やかに報告し、監査に対応
する。

④取締役は、監査役が監査法人と会計監査の内容等についての情報交換が十分に行える
体制を構築する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) 法令遵守及びリスク管理体制

当社は、法令遵守体制の構築を目的として、「コンプライアンス規程」を定め、役職
員の関係法令、社会規範及び社内規則等の遵守、浸透を図っております。また、当社に
関連する各種リスクにつきましては、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理・コン
プライアンス委員会において、リスクの早期発見と未然防止に努めております。
リスク管理・コンプライアンス委員会は、取締役会の直属にあり、取締役及び監査役

並びに執行役員で構成されております。法令及び社内規程の遵守、リスクの顕在化の防
止及び損失の最小化を目的に四半期に１回開催し、重要事項を審議しております。

(2) 取締役会による監督
取締役会は、毎月１回開催する定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を

開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行っておりま
す。

(3) 社外役員の状況
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知識・高い見識を活かし、取締役会及びそ

の業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、管理部門との連携を通じ、当社
のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会及び取締役会に出席し、取締

役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による
監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要
に応じてそれぞれと連携を取り、業務の適正化を図っております。
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(4) 情報の保存及び管理
取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び「文書管理規程」等の社内規程に基づ

き、定められた期間において適正に保存、管理するとともに、取締役及び監査役はいつ
でも閲覧可能な状態に置いております。

(5) 職務執行の効率性確保
当社は取締役会の専決事項を除く経営上の重要事項については、原則月１回開催す

る、常勤取締役、常勤監査役並びに執行役員で構成する経営会議における議論・検討を
経て決定することにより、意思決定の適正性を担保しつつ、機動的な意思決定を行い、
職務執行の効率性を確保しております。

(6) 財務報告の信頼性等の確保
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価規程」に

基づき、内部統制の整備及び評価に関する年度計画を策定のうえ、会計監査人と連携を
図りながら独立した立場から内部監査室が整備及び運用状況の評価を実施し、代表取締
役社長が、その有効性を取締役会に報告しております。

(7) 監査役監査体制
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役１名及び非常勤

監査役２名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役は、監査役会において決
定した監査方針、監査役監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議に出席し、取締
役の職務及び各業務執行部門の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧等を行うこと
により、取締役の業務執行と会社経営の適法性を監査しております。
また、代表取締役社長との面談、取締役・執行役員等とのコミュニケーション、取締

役会、経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等への出席、その他重要な会議
体の議事録の確認、稟議書類等の閲覧、内部監査人及び会計監査人からの監査実施状
況・結果の報告の確認等を行っております。

(8) 内部監査体制
当社における内部監査は、業務執行から独立した内部監査人を１名設置し、「内部監

査規程」に従い、内部監査を実施しております。具体的には、代表取締役社長の承認を
得た年間の内部監査計画に基づき、社内ルールをはじめとする内部統制システムの整
備・運用状況、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備・運用状況を監査しており
ます。また、内部監査の結果に基づく改善指示書を被監査部門に提示し、その改善状況
を確認しており、当該状況を代表取締役社長に報告し、代表取締役社長は必要に応じて
経営会議及び取締役会に報告しております。
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株主資本等変動計算書
2024年４月１日から
2025年３月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合計資本

準備金
その他

資本剰余金

その他
利益剰余金

圧縮積立金 繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 76,790 1,195,790 1,419,000 − 577,176 3,268,757

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △79,981 △79,981

圧縮積立金の積立 774 △774 −

圧縮積立金の取崩 △108 108 −

当 期 純 利 益 238,333 238,333

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − − 665 157,686 158,351

当 期 末 残 高 76,790 1,195,790 1,419,000 665 734,862 3,427,109
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評価・換算差額等
純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 2,406 2,406 3,271,163

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △79,981

圧縮積立金の積立 −

圧縮積立金の取崩 −

当 期 純 利 益 238,333

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △888 △888 △888

当 期 変 動 額 合 計 △888 △888 157,463

当 期 末 残 高 1,517 1,517 3,428,627
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品

販売用車両
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

その他
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

② 貯蔵品
最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産につきましては、３年均等償却しております。
建物及び構築物 ６年〜38年
賃貸資産 ２年
工具、器具及び備品 ２年〜20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。
（3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担分を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる主要な収益に関する主な履行義務の内容及び当該義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① メンテナンス受託サービス

顧客と締結したメンテナンス契約に基づく請負作業及び車両メンテナンス機会の提供を履行義務として
識別しております。請負作業について、当該履行義務は請負作業の完了時点で履行義務を充足すると考え
られるため、請負作業完了の一時点で収益を認識しております。車両メンテナンス機会の提供について、
当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。

② BPOサービス
顧客と個々に締結した請負契約に基づいて実施しなければならない請負作業を履行義務として識別して

おります。当該履行義務は請負作業の完了をもって履行義務を充足すると考えられるため、請負作業完了
の一時点で収益を認識しております。

③ 車両販売
顧客から受注した商品の販売を履行義務として識別しております。当該履行義務は商品の引き渡しをも

って履行義務を充足すると考えられるため、商品の引き渡し時の一時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する

商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
④ 自動車リース

自動車リースに係る収益は、賃貸契約に基づく当社自動車の賃貸によるものであり、リース料は「リー
ス取引に関する会計基準」に基づき収益を認識しております。

５．のれん及び顧客関連資産の償却方法及び償却期間
のれん及び顧客関連資産の償却については、原則として投資の実態に合わせ20年以内の投資回収見込年数

で均等償却を行っております。
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Ⅱ．重要な会計上の見積り
１．のれん及び顧客関連資産
(1) 科目名及び当事業年度計上額

（単位：千円）
科目 当事業年度

のれん 1,490,113
顧客関連資産 2,723,100
当事業年度末におけるのれんには、過去の企業結合により取得したものが含まれており、その取得金額

は、対象会社の超過収益力を期待して決定したものであります。当事業年度末における顧客関連資産には、
過去の企業結合により取得したものが含まれており、その取得金額は、対象会社の既存顧客との取引が継続
する期間において享受できる超過収益のキャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより算定しておりま
す。
のれん及び顧客関連資産に係る評価の検討は、超過収益力が将来にわたって発現するかに着目して行って

おります。当社の事業計画については管理台数の状況等について一定の仮定を置いて策定しており、当該事
業計画に沿って利益や管理台数を毎月モニタリングしております。
将来、事業内容の変化や経営環境の著しい悪化により設定された事業計画の達成が危ぶまれる状況となっ

た場合には、前述の仮定について当初見積りの変更を迫られることで減損損失を計上する可能性があり、翌
事業年度の計算書類におけるのれん及び顧客関連資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 247,573千円
２．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分表示されたもの以外で、関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額は、次のと
おりであります。

買掛金 360千円
３．売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、個別注記表の「Ⅷ.収益
認識に関する注記 ３．(1) 契約資産及び契約資産の残高等」に記載しております。

Ⅳ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

営業取引（支出分） 16,507千円
２．顧客との契約から生じる収益の金額は、個別注記表の「Ⅷ.収益認識に関する注記 １．顧客との契約から
生じる収益を分解した情報」に記載しております。
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Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 5,332,100株

２．配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり配
当額（円） 基準日 効力発生日

2024年５月15日
取締役会決議 普通株式 79,981 15.0 2024年３月31日 2024年６月13日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
1株当たり配
当額（円） 基準日 効力発生日

2025年５月15日
取締役会決議 普通株式 繰越利益剰余金 79,981 15.0 2025年３月31日 2025年６月13日

Ⅵ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 26,687千円
退職給付引当金 51,397千円
契約負債 69,753千円
その他 16,410千円
繰延税金資産合計 164,249千円

繰延税金負債
顧客関連資産 957,743千円
ＭＬＳ原価調整 52,790千円
その他 1,184千円
繰延税金負債合計 1,011,719千円

繰延税金負債の純額 847,469千円
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Ⅶ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な運転資金を銀行借入により調達
しております。
なお、ハイリスクを伴うデリバティブ取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、リース債権及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。投

資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金は、主に必要な運転資金の調

達を目的としたものであり、リース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金及びリース債
務の返済期日は、最長で決算日後５年であります。買掛金、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒
されておりますが、月次で資金収支計画を作成し管理しております。また、借入金については金利の変動
リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、「与信管理規程」に基づき、営業債権について、営業推進部が主要な取引先の状況を定期的
にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収
懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスクの管理
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、投資対象については主に上場企業の

株式であり、定期的に取引先企業の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部からの報告に基づき財務経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動
性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）
（1）リース債権及びリース投資資産 171,604 168,921 △2,682

（2）投資有価証券（*5） 7,949 7,949 −

資産計 179,553 176,870 △2,682

（1）長期借入金（*3） 957,020 956,182 △837

（2）リース債務（*4） 8,677 8,413 △264

負債計 965,697 964,595 △1,101

（*1）「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）「売掛金及び契約資産」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*3）「１年内返済予定の長期借入金」を含めております。
（*4）１年以内返済予定のリース債務を含めております。
（*5）以下の市場価格のない株式等は「（2）投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 6,000
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（注）１ 金銭債権の当期決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 859,483 − − −

売掛金及び契約資産 3,492,047 − − −

リース債権及びリース投資資産 44,488 122,908 4,207 −

合計 4,396,019 122,908 4,207 −

（注）２ 長期借入金及びリース債務の当期決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 305,992 600,992 19,992 18,326 11,718 −

リース債務 2,341 2,126 1,982 1,951 275 −

合計 308,333 603,118 21,974 20,277 11,993 −

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

― 13 ―

2025年05月28日 14時37分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 7,949 − − 7,949

合計 7,949 − − 7,949

（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債権及びリース投資資産 − 168,921 − 168,921

資産計 − 168,921 − 168,921

長期借入金 − 956,182 − 956,182

リース債務 − 8,413 − 8,413

負債計 − 964,595 − 964,595
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式については、相場価格を用いております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。

リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、契約ごとの見積キャッシュ・フローを同様の新規取引を行

った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

長期借入金（１年以内返済予定を含む）
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価が帳簿価額と近似することから、当該

帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利によるものは、元利金の合
計額を新規借入れを行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

リース債務（１年以内返済予定を含む）
リース債務（１年以内返済予定を含む）については、元利金の合計金額を同様のリース取引を行った場

合に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
当事業年度

（自2024年４月１日 至2025年３月31日）
メンテナンス受託 7,071,170

BPOサービス 866,279

車両販売 499,369

その他 6,398

顧客との契約から生じる収益 8,443,218

その他の収益（注） 99,444

外部顧客への売上高 8,542,662

（注）「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）に基づ
く収益等で、「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関

する注記 ４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。
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（単位：千円）
当事業年度

（2025年３月31日）
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,553,933

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,148,173

契約資産（期首残高） 1,140,082

契約資産（期末残高） 1,338,377

契約負債（期首残高） 1,144,350

契約負債（期末残高） 1,287,232
契約資産は、顧客と締結したメンテナンス契約について期末時点で完了しているが未請求の請負作業及

び車両メンテナンス機会の提供に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対
価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該メ
ンテナンスに対する対価は、請負作業の完了または時の経過に従い、毎月末に請求し、翌月末に受領して
おります。
契約負債は、主に、請負作業の完了または時の経過により収益を認識するメンテナンス契約について、

支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取
り崩されます。

当事業年度に認識された収益の額のうち当事業年度期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
841,806千円であります。当事業年度において契約資産が198,295千円、契約負債が142,882千円それ
ぞれ増加した主な理由は、管理台数の増加によるものであります。
過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した収益（主に、価格

の変動）の額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
2025年３月31日現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は1,287,232千円であります。当社は

残存履行義務について、履行義務の充足に連れて、今後１年から８年の間で収益を認識することを見込ん
でおります。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 643円02銭
１株当たり当期純利益 44円70銭
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